
 
 

 

東京電力福島第一原子力発電所事故に係る継続的な 

調査・分析の進め方について 

 

令和元年９月１１日 

原 子 力 規 制 庁 

 

東京電力福島第一原子力発電所事故に係る継続的な調査・分析の進め方について、令和

元年９月４日の第 27 回原子力規制委員会での指摘を踏まえ、事故分析と廃炉に関して連

絡・調整する仕組み及び事故分析に係る検討会の具体的検討内容及び体制を示す。 

 

１．福島第一原子力発電所の廃炉及び事故調査に係る連絡・調整会議について 

（1）会議の目的及び役割 

福島第一原子力発電所において進められている廃炉作業によって、事故分析に必要な

情報が失われてしまうおそれがある一方、事故分析のために現場の保存等を東京電力に

求めることで廃炉作業への干渉や作業が重複するケースも考えられる。 

このような干渉等が対応する現場での混乱・支障となることを避けるため、廃炉を進め

る資源エネルギー庁、更にこれらの作業に関係する原子力損害賠償・廃炉等支援機構（Ｎ

ＤＦ）、東京電力、日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）その他関係機関と原子力規制庁

との間で、公開で行う「福島第一原子力発電所廃炉・事故調査に係る連絡・調整会議」（以

下「連絡・調整会議」という）を設けて、双方の作業の方針や実施計画を共有・確認し、

統一された認識のもと、現場で作業を行う東京電力に対するそれぞれの指示を整合させ

る。 

 

（2）具体的な連絡・調整事項 

 ① 資源エネルギー庁等は、廃炉に係る作業・調査計画や技術戦略プラン等を、原子力規

制庁は、事故分析の対象とする個別検討事項や具体的調査内容を共有する。 

② ①について、相互に干渉し得る事項又は重複する事項の有無を確認する。 

③ 確認の結果、双方の作業が干渉又は重複するなどのおそれのあるときは、リスクを低

減するための廃炉作業の観点と事故進展のプロセス解明の観点からの重要度や作業

の先後関係を比較考慮し、具体的な作業方針、計画、手順を変更する、あるいは相互

協力により双方の目的を達成する。 

上記の他、作業によって留意すべき事項の明確化なども含め、それぞれの目的が達成

されるように検討・調整を行い、この会議としての対処方針を決定する。 

連絡・調整会議は四半期に 1 回程度の頻度での開催を念頭に置き、原子力規制庁は、

連絡・調整会議により得られた対応方針を原子力規制委員会に報告し、必要な指示を受

けるなどして調査・分析を進める。 
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(3)体制 

  以下のメンバーで構成する。なお、適宜、廃炉作業に関係するその他関係機関からも出  

席を求める。 

 ・資源エネルギー庁 

  担当審議官、原子力発電所事故収束対応室職員、原子力政策課職員 

 ・原子力規制庁 

  担当審議官、東京電力福島第一原子力発電所事故対策室員、技術基盤グループ職員 

・原子力損害賠償・廃炉等支援機構 

  担当執行役員、技術グループ職員 

・東京電力ホールディングス株式会社 

  担当執行役員、プロジェクト計画部職員 

 

２．事故分析に係る検討会の具体的検討事項及び体制について 

（略）
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